
郷土 の歴史をまなび ､ 日本国憲法と平和 に つ い て 考えて みませ ん か ｡

｢ 片平九条 の会｣ 結成 1 2 周年 の つ どい

と き 2 0 1 8 年 3 月 4 日 ( 日)

午後 2 時 1 0 分 ～ 午後 4 時 3 0 分 終了予定 (途中休憩あり)

と こ ろ 片平市民セ ンタ ー 3 階 会議室 (イ ス 使用)

参加費 無料 (予約不要)

講演 ｢ ユ ネ ス コ 世界記憶遺産 『支倉常長像』 の辿 っ た道｣

濱田 直嗣 氏

宮城県慶長使節
.
船ミ ュ ー ジア ム館館長

元仙台市博物館館長

花壇在住

講演 ｢ どうい う こと ? けんぽう9 条 に 『自衛隊を書き込む』 っ て｣

小野寺 義象 氏

仙台弁護士会 憲法委貞会委貞

米ヶ袋在住

片平 九条 の会は ､ 片平地 区の 住民 を中心 に ､ 日本国憲法 9 条の 思想や理念を学び ､

そ の価値を広めるために ､ 2 0 0 6 年 2 月 1 日 に結成されま した｡

今回は ､ 結成 1 2 周年を迎 え ､ 結成 の発起人 で もあ る元仙台市博物館館長濱田先生

か ら､ 4 0 0 年前に伊達政宗 の命を受け太平洋 ､ 大西洋を航海 し ヨ ー

ロ ッ パ ま で 渡

っ た支倉常長 の お話 を中心 に ご講演 い た だきます｡ そ の後 ､ 当会の 代表 世話人 で も

ある小野寺義象弁護士 か ら ､ 憲法 9 条に自衛隊を明記する こ と の意味に つ い て解説

して い ただきます｡

これ を機に ､ 一 緒に郷土 の歴史を学び ､ 現代 の 日本国憲法や平和 に つ い て 考えて

みませ ん か ｡

片平地 区にお住ま い の 方に 限 らず ､ どなたで もお気軽に お越 しく ださ い ｡

主催 片平九条 の会

連絡先 犬飼健郎法律事務所 ( T E L O 2 2 -

2 6 2
-

5 5 2 5 )

■

-- J 一 ■ ､
ヽ
-

一--- - 一-●




